
令和６年度決算（水道事業会計）を見てみよう！

令和７年１０月号
経営企画課

電話 ２３７－５８０１
FAX ２３７－５８１９

津市の水道事業をもっと知っていただくために、水道事業の現状や課題、経営状況をシリーズでお
伝えしています。今回は水道事業会計の令和６年度の決算及び経営状況を見ていきます。

水道だより
私たちの暮らしの中の水道 vol. 27

水道事業の運営費用は、皆さんから
の水道料金で賄っています！
令和６年度決算の詳細は、市ホーム
ページの決算書をご覧ください。

資本的収支

企業債
13億円

不足額 20億円
収入の不足分については、減価償却費などで積み立てた
資金で補います

収入
16億円

補助金
など
3億円

支出
36億円

原水及び
浄水施設費

7億円

基金
２万円

建設改良費
16億円

庁舎
改良費
782万円

配水及び
給水施設費

1億円

固定資産
購入費

1,643万円

企業債
償還金
11億円

収益的収支

※１ 受水費とは、県営水道から水を購入する費用
※２ 約８億円の利益が生じていますが、これは現金収入のない長期前受金戻入（約７億円）によるもの

収入
80億円

水道料金
66億円

長期前受金
戻入 7億円

その他
収益
5億円

新規給水
加入金
1億円

他会計
補助金
1億円

人件費
8億円

企業債
利息
2億円

維持管理費等
20億円

減価償却費
資産減耗費
19億円

純利益
8億円

支出
72億円

受水費
23億円

※２※１

経営状況をグラフで見てみよう！

今の水道を維持することはもちろん、５０年先、１００年先の世代まで
安定して水道水を届けられるよう事業を進めていきます。

R2 R3 R4 R5 R6

給水収益 5,217,837,238 4,948,832,743 6,570,050,065 6,565,924,215 6,578,529,475

有収水量 33,091,053 32,617,755 31,929,030 31,276,107 31,264,787
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給水収益と有収水量の推移 人口減少に伴い、給水人口と給水戸数

が減少しています。その影響により、有収
水量も減少傾向にあります。
令和４年に料金改定したことにより、給

水収益（水道料金）が令和４年度以降増加
し、ほぼ横ばいの状況が続いています。

・有収水量
料金徴収等の対象となった水量

・給水収益
水道料金が100％を占める （水道事業の原資になる）
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経常収支比率と料金回収率の推移

経常収支比率 料金回収率

経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度に比べ1.70ポ
イント減少し111.2４％となりましたが、本年度も健全経営の
水準とされる100％を上回りました。
料金水準の妥当性を示す料金回収率も前年度に比べ0.８９

ポイント減少し105.２５％となりましたが、給水に係る費用を
給水収益で賄えている状況とされる100％を上回っています。

・経常収支比率
当該年度において、給水収益や

一般会計からの繰入金等の収益で、
維持管理費や支払利息等の費用を
どの程度賄えているかを表す指標

経常収支比率 �
経常収益

経常費用
�100

・料金回収率
給水に係る費用が、どの程度給水

収益で賄えているかを表した指標
（料金水準等を評価することが可能）

料金回収率 �
供給単価

給水原価
�100

供給単価 有収水量１㎥当たりの料金
給水原価 有収水量１㎥当たりの費用

39.8 39.1 32.2 38.1 36.0 

177.9 178.4 

157.3 159.4 161.4 
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億円
資金残高と企業債残高の推移

資金残高 企業債残高

資金残高と企業債残高は第2次津市水道事業基本
計画（平成30年度～令和9年度）における投資・財政
計画に沿って、概ね推移しています。

・資金残高
貸借対照表上の現金預金残高

・企業債残高
地方公営企業が行う建設改良費等に要する資金に充てるために起こす地方債の残高

津市公式LINEから【緊急情報の受信】や【漏水の通報】ができます！

津市公式LINEを友だち登録し、上下水道情報を受信設定いただくと、断水などの緊急情報がリア
ルタイムで受信できます。また通報機能を利用することで、電話で説明が難しい漏水現場の状況や位
置情報を簡単に伝えることができます。

※漏水を発見したら、まず電話でご連絡ください。

漏水地域 連絡先

津地域・久居地域・美里地域・安濃地域・芸濃地域・河芸地域・
香良洲地域

水道維持課 調査・維持担当
電話：059-237-5814

一志地域・白山地域・美杉地域
一志事業所
電話：059-262-7020

通報メニュー内に
「下水道通報」も
あります

右スクロール

通報機能

① メニュー画面の「通報」
をタップします

②右にスクロールし「上水道通報」
をタップします

ID検索

① 下のQRコードかID検索
から友だち登録します

② メニューの画面の「受信設定」
をタップします

@tsu_city�

受信設定

③「希望する情報」の中から
「上下水道」を選択し、
「設定」をタップします


